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老
後
の
暮
ら
し
を
は
じ

め
、
病
気
や
け
が
で
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
や
家
族

の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た

と
き
の
生
活
を
皆
で
支
え

合
う
と
い
う
考
え
で
作
ら

れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

日
本
国
内
に
住
ん
で
い

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
は
国
民
年
金
の
被
保
険

者
に
な
り
ま
す
。

20 歳になったら国民年金

（
第
１
号
被
保
険
者
）
加
入

の
お
知
ら
せ
」「
国
民
年
金

保
険
料
納
付
書
」
な
ど
が
届

き
ま
す
。

※�

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い

る
配
偶
者
の
扶
養
に
入
っ

て
い
る
人
は
、
配
偶
者
の

勤
務
先
で
国
民
年
金
第
３

号
被
保
険
者
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
納
付

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
の
場
合
、
毎
月
保
険
料
の

納
付
が
必
要
で
す
。
納
付
書

を
用
い
て
コ
ン
ビ
ニ
や
金
融

機
関
で
納
付
す
る
か
、
ス
マ

ホ
決
済
で
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。
口
座
振
替
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
払
い
も
可
能
で
す
。

●
納
付
が
困
難
な
場
合

　
学
生
に
は
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」、
学
生
で
な
い
人

に
は
「
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
保
険
年
金
課

（
☎
６
５
６・６
５
３
１
）

　
盛
岡
年
金
事
務
所

（
☎
６
２
３・６
２
１
１
）

●�

国
民
年
金
が
も
ら
え
る
と

き
は

①
65
歳
に
な
っ
た
と
き

　
（
老
齢
基
礎
年
金
）

②�

病
気
や
け
が
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き

　
（
障
害
基
礎
年
金
）

③�

家
族
の
働
き
手
が
亡
く

な
っ
た
と
き

　
（
遺
族
基
礎
年
金
）

●
国
民
年
金
の
加
入

　
20
歳
に
な
っ
た
人
（
厚
生

年
金
加
入
者
を
除
く
）に
は
、

20
歳
に
な
っ
て
か
ら
お
お
よ

そ
２
週
間
以
内
に
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
「
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
」
や
「
国
民
年
金

国
民
年
金
と
は

　
農
林
水
産
省
で
は
、
全
国

一
斉
に
「
農
林
業
の
国
勢
調

査
」
と
言
わ
れ
る
２
０
２
５

年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
を
実
施

し
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
国

内
の
農
林
業
の
生
産
構
造
や

就
業
構
造
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
統
計
法
に
基
づ
き
５
年

ご
と
に
実
施
す
る
重
要
な
調

査
で
す
。

　
１
月
中
旬
こ
ろ
か
ら
、
農

林
業
を
営
ん
で
い
る
皆
さ
ん

の
と
こ
ろ
に
調
査
員
証
を
着

用
し
た
統
計
調
査
員
が
訪
問

し
、
所
有
・
経
営
し
て
い
る

面
積
な
ど
を
伺
い
、
対
象
者

に
調
査
票
の
記
入
を
依
頼
し

ま
す
。
農
林
業
政
策
に
役
立

て
る
た
め
、
調
査
に
協
力
願

い
ま
す
。

●
調
査
の
期
日

　
２
月
１
日
現
在

●�

調
査
の
期
間

　
１
月
中
旬
か
ら
２
月
下
旬

ま
で
の
間
に
調
査
員
が
訪
問

し
ま
す
。

●
調
査
の
対
象

　
一
定
の
規
模
以
上
の
農
林

産
物
の
生
産
、
ま
た
は
委
託

を
受
け
て
農
林
業
作
業
を
行

う
世
帯
や
会
社
な
ど
の
組
織
。

●
調
査
の
方
法

　
統
計
調
査
員
が
農
林
業
を

営
む
全
て
の
人
を
訪
問
し
、

聞
き
取
り
に
よ
り
調
査
対
象

の
判
定
を
行
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
っ
た
場
合
は
、

改
め
て
調
査
員
が
調
査
票
の

配
布
・
回
収
に
伺
い
ま
す
。

●
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答

　
調
査
の
回
答
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
便
利
な
オ
ン

ラ
イ
ン
回
答
を
推
奨
し
て
い

ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
も
対
応

し
て
お
り
、
24
時
間
回
答
可

能
で
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

詳
細
は
農
林
業

セ
ン
サ
ス
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
サ
イ

ト
か
ら
☟


